
 　

（令和６年(2024年)４月１日現在）

内　容 指定期間 指定学校名等

留 萌 市

小 平 町

苫 前 町

遠 別 町

留 萌 市

小 平 町

苫 前 町

遠 別 町

北 海 道 留 萌 高 等 学 校

北 海 道 苫 前 商 業 高 等 学 校

北 海 道 羽 幌 高 等 学 校

北 海 道 遠 別 農 業 高 等 学 校

北 海 道 天 塩 高 等 学 校

休日の運動部活動の地域移行について、地域
の実情を踏まえ、関係者との連絡調整・指導
助言等の体制や運営団体・実施主体の整備、
指導者の確保、参加費用負担への支援等に関
する実証事業を実施する

令和６年度
（予定）

留 萌 市

留 萌 市

苫 前 町

遠 別 町

令和６年度
（予定）

スクールソーシャルワーカー活用事業

いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など生
徒指導上の課題に対応するため、社会福祉等
の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒の
置かれた様々な環境に働きかけて支援を行
う、スクールソーシャルワーカーを教育委員
会・学校等に配置し、教育相談体制を整備す
る

令和６年度
（予定）

地域スポーツクラブ活動体制整備事業
（運動部活動等の地域移行等に向けた実証事業）

学校・家庭・地域連携協力推進事業
（地域学校協働活動）

学校、家庭及び地域住民相互の連携・協働を
推進するため、学校を核として地域住民等の
参画や地域の特色を生かした事業を展開する
経費の一部を補助し、まち全体で地域の将来
を担う子供たちを育成するとともに地域のコ
ミュニティの活性化を図る。

令和６年度
（予定）

〈指定事業一覧〉

○文部科学省（指定事業、委託事業（再委託を含む）、補助事業）

事業名

スクールカウンセラー活用事業（市町村）

スクールカウンセラー活用事業（道立）

児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識
及び経験を有する者をスクールカウンセラー
として公立学校に配置し、児童生徒へのカウ
ンセリング、教員・保護者へ助言等を行い、
児童生徒の心の悩みの深刻化やいじめ・不登
校等の問題行動の未然防止、早期発見・早期
対応を図る
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内　容 指定期間 指定学校名等

留 萌 市 立 留 萌 小 学 校

留 萌 市 立 港 北 小 学 校

留 萌 市 立 港 南 中 学 校

（本務校）増毛町立増毛小学校

（兼務校）留萌市立留萌小学校

（兼務校）留萌市立東光小学校

（配置校）留萌市立東光小学校

（配置校）留萌市立緑丘小学校

（連携校）留萌市立潮静小学校

（連携校）増毛町立増毛小学校

北海道における喫緊の教育課題への対応のた
め、退職教員や社会人等を講師として配置す
る

令和６年度
（予定）

羽 幌 町 立 羽 幌 小 学 校

将来における本道の地域医療を支える人材を
育成するため、医学部への進学を目指す道立
高等学校の生徒に対して、地域医療の現状や
医師という職業への理解を深める機会を提供
し、地域医療を担う使命感を育成するととも
に、教育課程や指導方法の改善・充実を図る
ことにより、進路希望の実現に向けた効果的
な学習支援に努め、もって本道の高等学校教
育全体の活性化に資する

令和６年度
（予定）

北 海 道 留 萌 高 等 学 校

本道の全ての教員の発達障がいに関する専門
性の向上を図り、域内の市町村教育委員会と
保健福祉部局等の連携を促進し、市町村にお
ける発達障がいのある子どもやその保護者へ
の早期からの教育相談や支援体制の充実を図
るため、道内全ての管内に連携推進地域を指
定し、その取組の成果を広く道内に普及し、
本道における発達障がいのある子どもへの切
れ目のない一貫した指導や支援の充実を図る

令和６年度
（予定） 留 萌 市

不登校児童生徒に対する支援推進事業
＊中１ギャップ問題未然防止事業後継事業

留 萌 市 立 留 萌 中 学 校

全ての児童生徒が安心して教育を受けられる
学校づくりを推進するとともに、不登校児童
生徒が自ら進路を主体的に捉えて、社会的に
自立することができるよう、自分の教室で学
校生活を送ることが困難な児童生徒が、校内
の安心できる別室において、オンライン授業
や個別の学習支援、教育相談等を受けること
ができる「多様な学びの場」（校内教育支援
センター）を設置し、不登校児童生徒への支
援の充実を図る

退職教員等外部人材活用事業

事業名

児童の体力向上に関し、支援を必要とする複
数市町村の小学校を巡回し、学級担任等との
ティーム・ティーチングによる指導や、体育
授業の改善及び授業以外の取組について、支
援や指導助言等を行い、小学校教員の体育の
指導力向上及び体力向上の取組の充実を図
る。

管理職のリーダーシップの下、全教職員が一
つのチームとなって包括的な学校改善を図り
ながら、今日的な教育課題を解決する学校モ
デルを構築し、実践の成果を普及・啓発する
ことにより、小・中学校の学校力向上を図
る。

令和５年度～
令和６年度（内示）

令和６年度
（内示）

学校力向上に関する総合実践事業

発達障がい支援成果普及事業

児童生徒の資質・能力の向上に向けて積極的
に取り組もうとする複数の小・中学校に１名
ずつ新しいかたちの学び推進教員を配置し、
その推進教員からなる推進グループを活用し
て、教員の授業力向上や学校全体の授業改
善・成果の地域全体や管内への普及に取り組
む。

道徳科、総合的な学習の時間、特別活動等に
おいて、「アイヌの人たちの歴史・文化等」
と「北方領土」の学習を取り上げたり、北海
道の自然や文化、観光産業等の教育資源を活
用したりすることにより、北海道についての
理解を深め、郷土に対する愛着や誇りを育む
ふるさと教育・観光教育の充実を図る

令和６年度
（未定）

ふるさと教育・観光教育等推進事業
（実践校、協力校）

体育エキスパート教員活用事業（本務校、
兼務校）

地域医療を支える人づくり
プロジェクト事業（協力校）

令和６年度
（予定）

令和６年度
（仮内示）

新しいかたちの学びの授業力向上推進事業
（配置校、連携校）
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○北海道教育委員会

内　容 指定期間 指定学校名等

北 海 道 留 萌 高 等 学 校

北 海 道 苫 前 商 業 高 等 学 校

北 海 道 羽 幌 高 等 学 校

北 海 道 遠 別 農 業 高 等 学 校

北 海 道 天 塩 高 等 学 校

北 海 道 小 平 高 等 養 護 学 校

働き方改革推進事業

各学校において、それぞれの学校実態に応じ
た効果的な働き方改革を進めるため、「北海
道の学校における働き方改革手引　Road」に
掲げる実践事例等の普及啓発や、「学校にお
ける働き方改革北海道アクション・プラン
（第２期）」に掲げる各般の取組を積極的に
進めるとともに、好事例の横展開を図り、実
効性の高い働き方改革を強力に推進する

令和６年度
（未定）

１日防災学校
児童生徒等が安全に関する資質・能力を教科
等横断的な視点で確実に育むことができるよ
う、系統的・体系的な防災教育を推進する

令和６年度
（未定）

※市町村立学校は市町村内
で１校以上、道立学校につ

いては全校指定予定

道立学校における部活動指導員配置事業

教員が児童生徒への指導や教材研究等に一層
注力できる体制を整備するため、道立学校に
おけるスポーツ、文化、科学等に関する教育
活動に係る専門的な知識や技能を持った部活
動指導員を配置し、部活動指導体制の充実と
学校における働き方改革を推進する

事業名

令和６年度
（未定）
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